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3 八王子市環境審議会答申
18八環審収第6号

平成19年2月23日

八王子市長　黒　須　隆　一　殿

八王子市環境審議会

会長　渡　辺　泰　徳

八王子市ごみ処理基本計画について（答申）

平成18年9月28日付18八環政発第155号により諮問のありましたこのことについて、下記

のとおり答申します。

記

提示された計画原案は、現行のごみ処理基本計画の推進状況及び点検評価の結果をもと

に、特に平成16年10月に導入されたごみ有料化による成果等を踏まえ、今日の国及び都の

施策の動向と社会状況の推移等の把握を行った上で、取りまとめられたものである。取り

まとめにあたっては、環境推進会議及び事業者会議における議論並びに広く募集した市民

意見を反映すること等により作成されている。

審議会における審議の結果、計画原案の内容は市民・事業者・市の協働により循環型の

まちづくりを目指す上できわめて大きな意義を持つと評価する。計画原案の内容は概ね妥

当と認められ、本原案に基づき計画を策定することが適当である。ただし、策定にあたっ

ては、別紙意見書に述べた内容について十分に留意することが必要である。

また、ごみ有料化の継続実施及び資源物の戸別回収、廃プラスチック資源化施策につい

ては、市民の関心も高く、特に重要と認められることから、その実施に際してはできる限

り早期に実施の手順を明らかにすることを含めて、適切な情報提供及び市民とのコミュニ

ケーションを行うなどにより、市民合意の形成のために十分な配慮を行い、着実に取り組

むことを要望する。
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意　見　書

諮問書で提示された計画原案の各章について次のとおり意見を付します。

第１章　計画策定のねらい

原案どおり概ね妥当と認める。

第２章　計画の目指す方向と枠組み

①「循環都市八王子」について

ごみ処理基本計画は、基本的に物質循環に関する計画であることを踏まえ、物質循環に伴う環境

負荷の低減を構想の基本としつつ、それが八王子市の特長である豊かな自然を守ることにつながる

という関係性が明確となるよう表現方法を工夫することが必要である。

②人口推計について

施策を評価するにあたっては、人口推計における住民登録人口と実態との乖離について、十分に

留意すること。特に、高齢者及び学生数の動向に注意することが必要である。

③目標値の設定と計画の見直しについて

目標値について、計画策定時の予測には幅があることを考慮し、10年後の計画目標値に対して、

社会状況の変化等に対応し、中間点である５年後に達成状況等を確認することができる仕組みを導

入することが必要である。

第３章　循環都市八王子を実現するための現状と課題

原案どおり概ね妥当と認める。

第４章　循環都市八王子を実現するための主たる施策

（１）家庭系ごみの減量へのさらなる取り組みの推進

①環境教育・環境学習について

環境教育・環境学習については、小中学生だけでなく、高校生、大学生も対象としていくべきで

ある。特に八王子市は学園都市であり多くの大学生が住んでいることから、大学と連携して啓発や

教育・学習に力を入れるとともに、学生の創意・工夫に基づく自主的な活動を支援していくべきで

ある。

②優良集合住宅認定制度について

全国に先駆けて実施する優良集合住宅認定制度については、適切な運用により大きな効果を上げ

ることが期待される。制度の普及拡大に向けて、より効果的に運用されるよう配慮されたい。
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③プラスチックのサーマルリサイクルについて

資源化できないプラスチックをサーマルリサイクルしていくことにあたり、清掃工場の発電効率

や熱回収率の向上についての考え方を計画に反映すべきである。また、施設の設置・運営にあたっ

ては、有害物質の発生を極力抑える対策を講じるべきである。

④食の循環モデル事業について

食の循環モデル事業については、先進事例等を十分参考として取り組むこと。また、堆肥の利用

先についても、製造と利用のバランスを考慮し拡大を図ることが必要である。

⑤剪定枝・廃食用油等の資源化について

剪定枝、廃食用油等の資源化については、木質ペレット、剪定枝の堆肥化や廃食用油のバイオデ

ィーゼル化など、現在実用化されている技術・手法についても視野に入れて、積極的に検討するべ

きである。また、剪定枝のバイオガス化等については、研究段階にあることを踏まえて表現を工夫

することが必要である。

⑥まちの美化及び不法投棄の防止について

まちの美化及び不法投棄の防止に関し、あらゆる世代への教育、啓発を重視していくとともに、

市民や関連団体とも連携して、小規模なものも含めた不法投棄を防止するための体制を強化してい

くべきである。

（２）事業系ごみの減量・資源化への新たな対応

①事業系ごみの減量・資源化について

事業系ごみの減量・資源化について、事業者責任に基づく自主的な取り組みとそれに対する支援

について計画に十分に反映することが必要である。

②マイバッグ・エコショップ・エコポイント制度について

マイバッグやエコショップについて普及を図るとともに、エコポイント制度については、将来的

には市民の環境配慮行動全般を対象とすることを視野に入れて推進を図るべきである。

第５章　市民・事業者・市の具体的取り組み

①ごみの発生抑制・資源化のための具体的取り組みについて

市民・事業者・市の具体的取り組みについて、相互の関連性及び優先順位に配慮した表現となる

よう工夫することが必要である。
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第６章　循環型社会に向けた施設整備

①プラスチック中間処理施設の整備について

プラスチック中間処理施設の整備にあたっては、十分な情報提供を行い、市民の理解を得る必要

がある。特に、生活環境調査の実施はもとより、協議会を設立するなど計画段階から環境配慮につ

いて徹底することにより、市民の合意形成を目指す考え方を盛り込む必要がある。また、安全性を

十分に考慮して最新の技術動向等を勘案した設備の設置に努めるべきである。

第７章　計画の推進

①情報公開・啓発について

積極的な情報公開及び啓発について、より一層計画に反映するよう留意されたい。

②消費社会のあり方と市の役割について

今日の消費社会のあり方を転換し、一つのものを長く使っていく社会に向けて、市がリーダー

シップを取り、国や都、企業などに働きかけていくことが必要である。




